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平成 27 年 10 月８日 
 

「職員の給与等に関する報告及び勧告」の概要 
 

佐賀県人事委員会 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 公民の給与較差に基づく給与改定 

１ 民間給与実態調査 

企業規模 50 人以上、かつ事業所規模 50 人以上の県内民間事業所 357 事業所から無作為に 154

事業所を抽出し、４月分の給与月額等について実地調査 （調査完了 144 事業所、4,864 人） 

２ 公民給与の比較 

＜月例給＞ 

本年４月の県職員給与（行政職給料表適用職員）と民間の事務・技術関係職種の従業員の給与

について、役職段階・学歴・年齢別に対比してラスパイレス方式により較差を算出 

民 間 給 与  (A) 県 職 員 給 与 (B) 較差（A）－（B）  

366,664 円 365,863 円 801 円 （0.22％） 
     

（注） １ 民間、県職員ともに、本年度新規学卒の採用者は含まれていない。 

 ２ 県職員のうち、教育職員から転任した指導主事等は含まれていない。 

 ３ 比較対象の県職員数は 2,919 人（平均年齢 43 歳 10 月）である。 

＜期末手当・勤勉手当＞ 

昨年８月から本年７月までの直近１年間で、民間の特別給の支給割合と県職員の年間の期末手

当・勤勉手当の支給月数とを比較したところ、県職員の支給月数（現行 4.10 月）は、民間の支給

割合（4.18 月）を下回る。 

３ 給与改定の内容と考え方 

＜月例給＞ 

民間給与が県職員給与を上回る 801 円（0.22％）の較差を解消するため、月例給を引上げ 

(1) 給料表 

ア 行政職給料表 

公民較差を解消するため、若年層に重点を置き引き上げる（初任給 2,500 円引上げ）

一方、管理職層の引上げを抑制（改定額 0 円～600 円） 平均改定率 0.3％ 

イ  その他の給料表 行政職給料表との均衡を基本に引上げ（医療職給料表(一)について

は、医師の処遇を確保する観点から引上げ） 

 

(2) 初任給調整手当 

医師及び歯科医師の処遇を確保する観点から、初任給調整手当の支給月額の限度額を

1,100 円引上げ（412,200 円→413,300 円） 

 

(3) 地域手当 

医師及び歯科医師の処遇を確保する観点から、地域手当の支給割合を 0.5%引上げ 

（15.0%→15.5%） 

  

☆ 本年の給与勧告のポイント 

公民の給与較差に基づく給与改定 ※月例給、期末・勤勉手当ともに引上げ  

① 民間給与が県職員給与を上回る 801 円（+0.22％）の較差解消のため、月例給を引上げ 

② 期末・勤勉手当の支給月数を 0.10 月分引上げ（4.10 月分⇒4.20 月分）、勤勉手当に配分 

 

給与制度の総合的見直し ※平成 28 年度において実施する措置 

① 医師及び歯科医師に対する地域手当の支給割合の改定 

② 単身赴任手当の支給額の改定 
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＜期末手当・勤勉手当＞ 

民間の支給割合に見合うよう、4.10 月分を 4.20 月分へ引上げ 

また、勤務実績に応じた給与を推進するため引上げ分は勤勉手当に配分 

（一般の職員の場合の支給月数） 

 ６月期 12 月期 

27 年度  期末手当 

勤勉手当 

1.225 月（支給済み） 

0.75 月 （支給済み） 

1.375 月（改定なし） 

0.85 月 （現行 0.75 月） 

28 年度  期末手当 

以 降  勤勉手当 

1.225 月 

0.80 月 

1.375 月 

0.80 月 

 [実施時期] 

給料表及び諸手当 ：平成 27 年４月１日 

期末手当・勤勉手当：平成 27 年 12 月１日 

Ⅱ 給与制度の総合的見直し 

昨年度、給与の世代間配分を見直すとともに、職務や勤務実績に応じた給与体系とするため、給与

制度の総合的見直しを行うことを勧告し、本年 4月から実施。平成 28 年度は以下の改定を行う。 

１ 諸手当の見直し 

(1) 地域手当 

医師及び歯科医師に対する地域手当の支給割合を 0.5％引上げ（15.5%→16.0%） 

 (2) 単身赴任手当 

単身赴任手当を 4,000 円引上げ（26,000 円→30,000 円）、距離区分による加算の限度額を

12,000 円引上げ（58,000 円→70,000 円） 

２ 実施時期 

平成 28 年４月１日 

 

Ⅲ その他の報告事項 

１ 雇用と年金の接続及び再任用職員の給与 

(1) 雇用と年金の接続 

・ 定年の段階的引上げや再任用制度の活用の拡大等について、引き続き、国の検討状況を注視し

ながら、年金支給年齢に達するまでの希望者の雇用と年金の確実な接続を図っていくことが必要 

(2) 再任用職員の給与 

・ 人事院の報告では、民間事業所における公的年金が全く支給されない再雇用者の給与水準を調

査したところ、給与水準は公的年金が支給される再雇用者と同じであるとする事業所が大半 

・ 民間の再雇用者の給与の動向並びに国及び他の都道府県の動向を注視しつつ、各任命権者にお

ける今後の再任用制度の運用状況にも留意しながら、再任用職員の給与の在り方について検討を

行っていくことが必要 

２ 能力・実績に基づく人事評価制度の整備及び任用、給与等への活用 

・ 地方公務員法の改正により、各任命権者において来年 4月 1日から新たな人事評価制度を導入

し、これを任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とすることとなっている。本委員会におい

ても職員の士気や組織活力の維持・向上のために、能力・実績に基づく人事管理を推進すること

が重要と考えている 

・ 各任命権者においては、制度の円滑かつ適切な実施について、引き続き取組を進めることが必

要であり、あわせて、公平性・透明性を確保し、信頼性を高めるため、評価に対する苦情対応の

仕組みを設けることも必要 

 

３ 多彩で優秀な人材の確保・育成 

・今後若年層人口の減少が見込まれる中、当分の間多くの職員が定年を迎えることを考え併せれ

ば、職員採用を取り巻く環境はさらに厳しくなることが予想されるため、引き続き、任命権者と
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連携を図りながら、試験制度や募集・広報活動の改善を進める 

・ 人材育成に関して、特にＵ・Ｉターン型民間企業等職務経験者試験採用者については、採用後

のキャリア形成を視野に入れ、保有する経験や能力を生かした育成に努めていくことが必要 

・ 本県の管理職員に占める女性職員の割合は上昇傾向にあるが、性別にかかわらず職員の能力が

十分に活用されるようにキャリア形成及び人材育成に努めながら、計画的な女性職員の登用を進

めていくことが必要 

４ 勤務環境の整備 

職員が健康でその能力を遺憾なく発揮し、質の高い行政サービスを提供していくためには、勤

務環境の整備が重要 

(1)  時間外勤務等の縮減及び年次休暇の取得促進 

・ 昨年度の時間外勤務等の時間は、全体として一昨年度と比べ増加しており、また一部の所属

において長時間の時間外勤務等が常態化するなど改善が進まなかった。引き続き、より実効性

のある時間外勤務等の縮減措置に取り組むことが必要 

・ 昨年の年次休暇の取得日数は一人当たり 9.8 日となっている。職員の年間業務の繁閑を考慮し、

取得促進のための対策をさらに進めることが必要 

(2)  職員の健康管理 

・ 昨年度の心の健康の問題を理由とした長期の病気休暇取得者や病気休職者は、一昨年度と同じ

全職員の 1.1％に当たる。時間外勤務等の縮減などに一層努めるとともに引き続き長時間勤務者

に対する積極的な面接指導、相談体制の充実、継続的な衛生委員会の開催等安全衛生管理体制の

整備・充実を図っていくことが必要 

・ 管理職員が日頃から職員との意思疎通を密にし、職員が気軽に相談できる雰囲気づくりに取

り組みメンタルヘルス不調を未然に防止する等努めることや、不調者を発見した場合の適切な

対応ができるようにすることが必要 

・ 労働安全衛生法等の改正によりストレスチェック制度が創設されたところであり、これを活

用し職員の健康管理の意識向上に努めることが必要 

(3)  職業生活と家庭生活との両立支援の推進 

・ 育児や介護に係る休暇・休業制度の充実化を図り、男性職員の育児参加の推進に取り組んで

いるが、男性職員の育児休業は、ほとんど取得されていない状況。 

・ 男性職員が積極的に育児参加できるよう、対象職員の業務の遂行方法、業務分担や人員配置

の変更等の必要な措置を積極的に講じるよう管理職員の意識改革を行うことが必要 

・ 人事院では、ワーク・ライフ・バランスに対する意識の高まり、働き方に対するニーズの多

様化の状況を踏まえ、適切な公務運営の確保に配慮しつつ、原則として全ての職員を対象にフ

レックスタイム制を拡充することを勧告したところであり、制度の趣旨や本県の状況等を踏ま

え対応していくことが必要。 

(4)  働きやすい職場環境の確保 

・ セクハラ・パワハラに対する全職員の理解を促進、発生防止に努めること、また、引き続き

相談体制の一層の充実等、職員にとって相談しやすい環境の整備に取り組むことが必要 

５ 服務規律の確保 

・ 任命権者において様々な取組をされているが、懲戒処分に至る事例が依然として発生しており、

非違行為を行った職員への厳正な処分・指導はもとより、再発防止のための研修・啓発の実施な

ど、実効性のある取組を引き続き進めていくことが必要 

・ 職員は、一人ひとりが県民全体の奉仕者としての自覚を強く持ち、高い倫理観の保持及び服務

規律の順守に努めること。 
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【参考３】  

給与改定推移の状況 （行政職） 

 月例給与 期末・勤勉手当 平均年間給与 

改定率 改定額 年間支給月数 対前年比増減 増減額 率 

平成 11 年度 0.25％ 996 円 4.95 月 △0.30 月 △103 千円 △1.5％

平成 12 年度 0.13％ 531 円 4.75 月 △0.20 月 △ 72 千円 △1.1％

平成 13 年度 0.05％ 187 円 4.70 月 △0.05 月 △ 18 千円 △0.3％

平成 14 年度 △1.96％ △7,998 円 4.65 月 △0.05 月 △152 千円 △2.2％

平成 15 年度 △1.28％ △5,150 円 4.40 月 △0.25 月 △199 千円 △3.0％

平成 16 年度 － － 4.40 月 － － －

平成 17 年度 △0.35％ △1,383 円 4.45 月 0.05 月 △  4 千円 △0.1％

平成 18 年度 － － 4.45 月 － － －

平成 19 年度 0.16％   628円※ 4.50 月※ 0.05 月 30 千円 0.5％

平成 20 年度 － － 4.50 月 － － －

平成 21 年度 △0.20％ △ 793 円 4.15 月 △0.35 月 △149 千円 △2.3％

平成 22 年度 △0.27％ △1,058 円 3.95 月 △0.20 月 △ 95 千円 △1.5％

平成 23 年度 △0.28％ △1,082 円 3.95 月 － △ 18 千円 △0.3％

平成 24 年度 － － 3.95 月 － － －

平成 25 年度 － － 3.95 月 － － －

平成 26 年度 0.25％ 918 円 4.10 月 0.15 月 68 千円 1.1％

平成 27 年度 0.21％ 774 円 4.20 月 0.10 月 47 千円 0.8％

  ※特定幹部職員については、地域手当の遡及改定及び期末・勤勉手当の引上げを見送り 

   （注）月例給与は所定内給与（職員の給与等に関する報告資料(6)・(7)頁の平均給与月額） 

 


